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高速取引行為を行う者の登録制等の導入に係る対応について

２０１７年１２月２０日

株式 会社 大阪 取 引所

Ⅰ．趣旨

２０１７年５月１７日に「金融商品取引法の一部を改正する法律」が成立し、同年１０月２４日には金融商品取引法施行令、金融商品取引法第二条に規

定する定義に関する内閣府令、金融商品取引業等に関する内閣府令、関連する金融庁告示、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（本編）及び金融

商品取引業者等向けの総合的な監督指針（別冊）高速取引行為者向けの監督指針が公表され、高速取引行為を行う者について、新たに登録制の導入等が実

施されることになりました。

これに伴い、当社の市場においては以下の通り対応を行うものとし、所要の改正を行います。

なお、金融商品取引法施行令等のパブリックコメントの結果によっては、当該対応に変更が生じる可能性がございますので、ご留意ください。

（凡例）

  金商法    ：   金融商品取引法（昭和２３年４月１３日 法律第２５号）

監督指針   ：   金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針（別冊）高速取引行為者向けの監督指針

Ⅱ．概要

項目 概要 備考

１．取引戦略の明示

（１）高速取引行為に係る

取引戦略の明示

・ 高速取引行為を行う者が行う高速取引行為に係る注文については、その注文

がどのような取引戦略に基づくものであるのかを当社が把握するため、売買

システム（Ｊ－ＧＡＴＥ）に取引戦略を識別するフラグ機能を追加しますの

で、次のとおり取引戦略を明示して発注するものとします。

① 競争売買市場において高速取引行為に係る注文を行う際には、マーケッ

トメイク戦略、アービトラージ戦略、ディレクショナル戦略又はその他

戦略の別を明示するものとします。

② Ｊ－ＮＥＴ市場において行う高速取引行為に係る注文についても、①と

同様に取引戦略の別を明示するものとします。

・ 取引戦略の明示は、高速取引行為を行う者としての登録等のときに当局に提

・ 各取引戦略の定義については監督指針

（Ⅲ－３－１－１－（２）－①）で定め

られる定義と同義です。

・ 高速取引行為を行う者が高速取引行為

に該当しない注文を行う場合は、取引戦

略の明示を行う必要はありません。
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出を行った業務方法書に記載した取引戦略の類型に合わせて行うものとし

ます。

・ 取引戦略の明示は、高速取引行為を行う者としての登録等が完了した後、速

やかに開始するものとします。

２．専用ＴＡＰ等の申請

（１）高速取引行為を行う

者とその者が専有している

専用ＴＡＰ及びユーザＩＤ

の申請

・ 取引参加者は、高速取引行為に係る注文が行われる専用ＴＡＰ及びユーザＩ

Ｄ（以下「専用ＴＡＰ等」という。）と高速取引行為を行う者とを関連づけ、

当社がその取引状況を把握できるようにするため、専用ＴＡＰ等を専有して

利用する高速取引行為を行う者の商号、名称又は氏名及び登録番号を申請す

るものとします。

・ 登録番号は、高速取引行為を行う者である取引参加者については既存の証券

会社等標準コードとし、高速取引行為者については証券コード協議会が発行

する登録番号とします。

・ 当該申請の方法は、取引参加者が、専用ＴＡＰ等の申請時（新規・変更）に、

当該専用ＴＡＰ等を専有して利用する高速取引行為を行う者の商号、名称又

は氏名及び登録番号を申請ポータル（ａｒｒｏｗｆａｃｅ）から入力するこ

とにより行うものとします。

・ 当該申請は、高速取引行為が行われる既存の専用ＴＡＰ等についても必要に

なるため、高速取引行為を行う者としての登録等の完了後、取引参加者が速

やかに手続を行うものとします。

３．注文管理体制等の整備

（１）取引参加者における

注文管理体制及びリスク管

理体制の整備

・ 従来の一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注禁止や実効性のあ

る注文管理体制の整備に加え、取引参加者が顧客の資力、属性及び取引商

品又は取引参加者の資力並びに取引の類型及び規模を踏まえて過大な

注文の発注を防止するために適切と認められる管理及び過大な注文の発注

により発生し得るポジションに関する適切と認められるリスク管理を行う

・ 取引参加者における注文管理体制に関

する規則第４条及び取引参加者規程施

行規則第５条の５。

・ 取引参加者は、高速取引行為の受託等の

有無にかかわらず、過大な注文の発注に
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べきことを規定します。 ついては、それを防止するための管理及

びそれに伴うポジションに関するリス

ク管理を行うべきことを明確化するこ

ととし、規則の改正に合わせ、取引参加

者が行うべき注文管理等についてのガ

イドラインを公表します。

・ 本改正に伴い、現在の「自動発注システ

ムの管理に関するガイドライン」（２０

１６年６月１７日制定）は廃止します。

４．関連情報の提出

（１）登録等が完了した者

の商号、名称又は氏名を証

明する証跡の写し

・ 高速取引行為を行う者としての登録等が完了した者は、登録等した者の商

号、名称又は氏名が確認できる証跡の写しを当社まで遅滞なく提出するもの

とします。

・ 証跡の写しをＰＤＦファイルに変換し、

電子メールに添付して日本取引所グル

ープとしての共通のメールアドレス宛

てに提出いただきます。紙媒体の提出は

不要です。

・ なお、証跡としては監督指針（Ⅲ－３－

１－１－（４））の登録済通知書等を想

定しております。

（２）国内における代表者

又は国内における代理人等

の連絡先情報

・ 高速取引行為者として登録を行った者が外国法人又は外国に住所を有する

個人である場合、当該高速取引行為者は、次の者の氏名、住所、電話番号及

びメールアドレスについて、その登録の完了後、当社まで遅滞なく提出する

ものとします。

① 外国法人である場合、国内における代表者又は国内における代理人   

② 外国に住所を有する個人である場合、国内における代理人

・ 高速取引行為者として登録を行った者が国内法人又は国内に住所を有する

個人である場合、当該高速取引行為者は、当社と連絡をする上で適切な者の

・ 連絡先を電子メールで日本取引所グル

ープとしての共通のメールアドレス宛

てに提出いただきます。紙媒体での提出

は不要です。
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氏名、住所、電話番号及びメールアドレスを、登録の完了後、当社まで遅滞

なく提出するものとします。

（３）業務方法書等の写し ・ 金融商品取引業者、金融機関又は取引所取引許可業者は、高速取引行為を行

う者としての変更登録が完了した後、当局に提出を行った業務方法書の写し

を当社まで速やかに提出するものとします。

・ 高速取引行為者として登録を行った者は、登録時に当局に提出を行った業務

方法書並びに業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書

面の写しを当社まで速やかに提出するものとします。

・ 資料をＰＤＦファイルに変換し、日本取

引所グループとしての共通のメールア

ドレス宛てに電子メールに添付して提

出いただきます。紙媒体の提出は不要で

す。

・ 取引参加者は、既に当社に提出している

業務方法書に変更があった場合には変

更後の写しを当社に提出することにな

るため、その提出をもって変更登録に伴

う提出に代えることが可能です。

・ 業務方法書並びに業務に係る人的構成

及び組織等の業務執行体制を記載した

書面の記載事項に変更があった場合に

は、変更後の書類の写しを速やかに当社

まで提出するものとします。

５．取引所の行う調査その

他必要な措置への協力

（１）調査等への協力 ・ 高速取引行為を行う者は、当社の市場における市場デリバティブ取引を公正

にし、及び投資者を保護するため、当社が行う高速取引行為を行う者の法令

又は法令に基づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要な措置

について、協力するものとします。

（２）取引参加者の義務 ・ 取引参加者は、高速取引行為を行う者から当社の市場における市場デリバテ

ィブ取引の委託を受けるときは、当社の市場における市場デリバティブ取引

・ 例えば、高速取引行為を行う者が当社の

規則を遵守しなければならない旨、高速
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を公正にし、及び投資者を保護するため、当社の行う高速取引行為を行う者

の法令又は法令に基づく行政官庁の処分の遵守の状況の調査その他の必要

な措置について、高速取引行為を行う者が対応するための適切な措置を講じ

るものとします。

取引行為を行う者に伝え、了解を得てい

ることが必要になります。

（３）自主規制法人への委

託

・ 当社の市場における市場デリバティブ取引を公正にし、及び投資者を保護す

るため、当社は、高速取引行為を行う者の法令又は法令に基づく行政官庁の

処分の遵守の状況の調査その他必要な措置について、日本取引所自主規制法

人に委託することができるものとします。

・ 取引参加者は、今般の高速取引行為を行

う者の登録制の導入後も、引き続き適切

な売買管理を行うものとします。

・ 当社の規則改正を受けて、日本取引所自

主規制法人においても必要な規則改正

を実施する予定です。

６．その他 ・ その他所要の改正をします。

Ⅲ．施行日（予定）

２０１８年４月１日

以 上


